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総務  第 07－○○号 

平成 28 年 月 日 

 

各 部 局 長 様 

 

総 務 部 長 

 

平成 29 年度当初予算編成に向けた財源確保の取組について（案） 

 

  平成 28 年 4 月 14 日付け総務第 07－6 号で「平成 28 年度における予算節減の取組

について（総務部長名）」を依頼したところですが、現時点の情勢では、平成 29 年度

当初予算要求における政策的経費（公共事業を含む）のシーリングの率については、平

成 28 年度の率を下回らざるを得ない状況となっています。 

こうした状況を踏まえ、平成 29 年度当初予算編成に向けて財源を少しでも多く確保

するため、今年度の１２月補正において財政調整のための基金残高をより一層確保する

ことが必要であると考えています。 

つきましては、平成 28 年 4 月 14 日付けの依頼文書に基づく取組に加え、下記の取

組を全庁的に行うこととしますので、ご協力いただきますようお願いします。 

記 

（１）平成 28 年度予算の配当留保分の扱いについて 

   平成 28 年度当初予算においては、一部の経費を除き、２０％の配当留保を行っ

ているところですが、１２月補正においては、配当留保分（又はその相当額）の減

額に加え、それ以上の歳出の減額を求めることを予定していますので、ご承知おき

いただきますようお願いします。 

 

（２）平成 28 年度予算に計上されている事業について 

平成 28 年度予算に計上されている事業のうち、今年度に実施するよりも次年度

に実施するほうが効果的であると思料されるものついては、県民生活への支障がな

い範囲で当該事業を休止し、次年度において効果を発揮できるよう取り組んでくだ

さい。 

なお、平成 28 年度予算（政策的経費（公共事業を含む）及び庁舎管理経費等に

限る。）に計上された事業を休止し、予算節減を行った場合には、当該節減額（一

般財源ベース）の１０分の１０に相当する金額を、平成 29 年度当初予算における

政策的経費（公共事業を含む）の予算要求上限額に加算（一般財源ベース）できる

措置を実施することとします。 

（注１）当然減や他の経費の増額補正に対応する財源捻出分は、加算措置の対象から除

く。 
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   （注２）休止対象の「事業」とは、細事業、細々事業、取組（細々事業ではないものの、

一定の塊の業務を言う。例えば、年２回のイベントを予定していた場合、後半１

回のイベントを取り止めた分は、対象となる。）をいう。 

    （注３）なお、平成 28 年 4 月 14 日付けの依頼文書に基づく、旅費、消耗品費、

使用料・賃借料の節減や、「事業の休止」以外の節減については、平成 28

年度予算（政策的経費（非公共事業）及び庁舎管理経費等に限る。）を節減した場

合に、当該節減額（一般財源ベース）の 3 分の 2 に相当する金額を、平成 29 年

度当初予算における政策的経費（非公共事業）の予算要求上限額に加算（一般財

源ベース）できる措置を実施することとする（当然減や他の経費の増額補正に対

応する財源捻出分は、加算措置の対象から除く。）。 
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１． 本県財政を取り巻く状況

   (1)  骨太方針2015（経済・財政再生計画）

   (2)  平成28年度地方財政計画

 ・  一般財源総額について、平成２７年度を０．１兆円上回る６１．７兆円を確保（前年度計画から、０．１％の増）。

※ 水準超経費除きでは、６０．２兆円を確保（０．１％の増）

   (3)  国税の状況

 ・  平成27年度の国税収入は、前年度より2兆3,146億円増加したものの、予算に対しては、1,385億円下振れ。

   (4)  足下の経済情勢

 ・  「三重県内経済は、緩やかな回復の動きに足踏みがみられる。」
（１月時の判断は、「一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復している」としている。）

 【経済・財政再生計画のうち、地方財政に関する部分】

 ・  「地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運
営に必要となる一般財源の総額について、2018年度（平成30年度）までにおいて、2015年度地方財政計画の水準を下
回らないよう実質的に同水準を確保する。」

 【最近の三重県内経済情勢について】（H28.4.27 東海財務局津財務事務所）



２． 今回のフレームとこれまでのフレーム算定との違い

  (1) １２月補正で財政調整基金に積み増しできる金額を可能な限り算出し、算定に反映。

  (2)  平成２９年度における人件費・公債費の見込みについては可能な限り直近のトレンドを加味。

  (3)  ただし、平成２８年度に実施される予定の人勧及び法人関係税以外の県税の増減は、反映していない。

①  例年、１２月補正では、税等の上振れや歳出の減等により、財政調整基金が積み増しされることが多い。
② しかし、例年の９月フレームでは、１２月補正の見込みが明らかでないため、１２月補正で見込まれる財政調整基金の

積み増しは算定に含めていなかった。
③ 今回は、かつてなく深刻な財政状況を厳粛に受け止め、全庁をあげて対処していくため、現時点で見込むことができる

ものについては、すべて算定に含めることとした。
・ 平成27年度決算剰余金（実質収支額）の見込額を算入【＋３４億円】
・ 交付税、臨財債、減収補てん債の見込額を算入【＋３５億円】
・ 公債費を現時点で可能な限り精査【▲３億円】（歳出としては＋３億円）

※市場公募債の積立調整の戻し＋20、保有国債の県債管理基金への付け替えによる積立金の減▲9、H27年度債の確定を反映▲8

・ 時間外手当の過去3カ年の平均額を算入【▲１８億円】（歳出としては＋１８億円）

・ 上記以外（人勧及び法人以外の税は除く）については、積み増しの過去3カ年の平均額を算入【＋２２億円】

① 人件費については、新陳代謝・人員の自然減の過去3カ年平均額と、H29退職手当見込を反映
【H28当初から▲１４億円】

② 公債費については、平成27年度債の確定の反映と、平成28年度債を直近の利率に置き換え
【H28当初から＋１４億円、中期財政見通しから▲１８億円】

◆歳入については、平成28年度において減収補てん債を最大限計上するなど、可能な限り高い水準で見込んでいる。 

  他方、これまで活用してきた住宅供給公社清算金などといった規模の大きい臨時一財が見当たらない。 

◆歳出については、人件費及び公債費において、現時点で見込み得る限りの精査を実施する一方、平成28年度に予定 

  される人勧所要額を見込んでいない。 






